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書 記  宮 本 正 裕 

書 記  飯 田 江理子 

 

１．議事日程 

                                         

議 事 日 程 第 ２ 号 

平成２６年６月４日（水曜日） 

午後１時開議 

 

日程第１ 一般質問 

 

１．本日の会議に付した事件 

日程第１ 一般質問 

                                         

午後１時００分開議 

○議長（井原正光君） こんにちは。ただいまの出席議員は12名です。 

 定足数に達しておりますので、直ちに本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程はお手元に配付のとおりです。 

 これより議事日程に入ります。 

                                         

○議長（井原正光君） 日程第１、一般質問を行います。 

 通告順に質問を許します。 

 １番通告者、４番船川京子議員。 

〔４番船川京子君登壇〕 

○４番（船川京子君） １番通告、４番船川京子です。 

 傍聴席の皆様におかれましては、暑い中、お運びいただき感謝申し上げます。 

 それでは、通告に従いまして質問をさせていただきます。 

 利根町地域防災計画についてお尋ねしていきたいと思います。 

 平成25年度に修正された利根町地域防災計画の概要版が、ことしの３月に全戸配布され

ました。地域防災計画とは、町にかかわる災害から町民の生命、身体、財産を保護し、災

害による被害を軽減することを目的として、災害予防、災害応急対策、災害復旧の実施等

を定める計画です。平成23年に発生した東日本大震災を初め、近年のゲリラ豪雨、竜巻、

大型台風など、これまで経験したことのないような災害に対応するため、利根町地域防災

計画の見直しが行われました。 

 今、計画実現に向け、その取り組みが行われているところだと思います。計画修正の背



- 29 - 

 

景にあるように、この計画を実現させるためには、自助・共助・公助の連携による相互協

力の必要性が強く感じられます。 

 自助とは、みずからの命を守る働きです。この自助の強化が各個人や家庭において、い

ざというときに安心・安全、防災、減災のための土台になると考えます。また、近隣同士

で助け合う共助、同じ地域に住む人々が互いによく知り合っていくことで、支援や協力の

輪も生まれてくると思います。そして、最後の受け皿となる公助、現場でどうにもならな

いとき頼るべきは公的機関になります。しかし、その全てに行政が対応するには限界が見

えることも否定できないと認識しています。 

 有事の際に混乱が予想される現場を考えると、個々における自助力、共助力の向上、強

化が大変に重要な役割を占めていくと感じます。さらに想定される被害を考えると、平時

における準備や心構えの大切さが、防災、減災に向け、重ねて大変に重要であると感じて

います。 

 それでは、一つ目の質問といたしました、自助力の向上に向けての町の取り組みについ

て伺いたいと思います。 

 町民の皆様に、まずは最優先に、みずからの安全を確保する自助に対する正しい認識を

お持ちいただくことがとても大切だと感じています。自身の安全が確保されなければ、他

の人を助けることはできません。自身の住む地域の状態をハザードマップで確認するなど、

よく知ることも安心・安全のためには必須であると思います。 

 また、家族間で日ごろから有事の際の取り決めを話し合うなど、各家庭の自助に対する

意識の持ち方により、防災、減災に大きな効果を発揮すると考えます。町民の皆様に自助

の強化を目指した実践を行っていただくために、生活に根差し最も地域性を理解する町発

信の広報、啓発が大変に有効であり、現場における影響も大きいのではと考えます。町民

の皆様の自助力向上へ向け、現在の対応と今後どのような取り組みを考えているのかお伺

いいたします。 

○議長（井原正光君） 船川議員の質問に対する答弁を求めます。 

 遠山 務町長。 

〔町長遠山 務君登壇〕 

○町長（遠山 務君） 一昨日に引き続き一般質問の初日ということで、ご臨席、大変ご

苦労さまでございます。それでは、船川議員のご質問にお答えをいたします。 

 利根町地域防災計画の自助に対する広報、啓発についてというご質問でございますが、

町が毎月発行している「広報とね」におきまして、昨年12月から防災掲示板というページ

を設けまして、災害時に町から発信される情報の取得方法や、災害の種類別にその対策方

法を紹介するなど、毎月テーマを変えながら連載をしているところでございます。 

 その中で自助や共助についても触れまして、災害時や災害時の備えとして、個人や地域

で行うべきことを紹介しております。 
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 今後につきましては、この防災掲示板の連載を継続するほか、地区の自主防災組織が行

う防災訓練等を通じて自助・共助に関する関心を深められるよう、啓発していきたいと考

えているところでございます。 

○議長（井原正光君） 船川議員。 

○４番（船川京子君） ただいま防災掲示板の連載の継続と、またもう１点、自主防災組

織のお話が出ましたので、次の質問であります自主防災組織の結成促進に対する取り組み

についてお聞きしていきたいと思います。 

 今、町長からいただいたお答えの中にもありましたように、この自主防災組織の結成が

自助・共助に向けて大変に有効である取り組みであると、私も認識をし、大いに推進を期

待しているところでございます。それでは、質問をさせていただきます。 

 利根町地域防災計画概要版の中には、地域の取り組みとして、具体的な町民の役割や初

動の有効性などが大変わかりやすく記されています。町としては、町民の皆様に自主防災

組織の役割が持つ重要性をご理解いただくための啓発活動を行うとともに、その結成を促

進するとの姿勢を示し、地区の自主防災組織が行う防災訓練や各種活動に積極的に参加し

ましょうと呼びかけています。この啓発は安心・安全のまちづくりに向け、町民の皆様

個々にとって、自助及び共助の強化に大きな期待が持てる最も大切な取り組みの一つだと

考えます。 

 高齢化が進む５年後、10年後、20年後の町の将来を考えると、有事の際に同じ地域に住

む者同士が互いに助け合い、さらには配慮や支援が必要な人を協力しながら助けていく共

助の強化が、ますます重要な役割を担っていくのではないかと思います。 

 地区の自主防災組織が行う防災訓練には、近隣同士が防災、減災という目的を共有しな

がら触れ合い、行動をともにすることで、互いに知り合い、人間関係や信頼関係が醸成さ

れていく期待も持てると思います。町として自主防災組織の結成を促進するために、どの

ような取り組みをされているのでしょうか、お伺いいたします。 

○議長（井原正光君） 遠山町長。 

○町長（遠山 務君） それでは、防災計画概要版に記されている自主防災組織の役割の

重要性の啓発及び自主防災組織の結成促進に係る町の取り組み、ということにお答えをい

たします。 

 啓発につきましては、先ほどお答えいたしました防災掲示板の活用により啓発をしてい

くほか、区長会総会の場をおかりするなどして、啓発に努めたいと考えております。現に、

この４月に行われました区長会総会の場をおかりしまして、自主防災組織の重要性につい

て資料を配付するとともに、その説明をさせていただいたところでございます。 

 町内の自主防災組織につきましては、平成５年度から平成13年度にかけまして、町から

各地区に100万円の防災資機材整備補助金を交付するとともに、規約を整備していただき

まして、組織結成を行っていただいたという経緯がございます。 
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 しかしながら、活発な活動を行っていただいている地区もある一方で、活動がなかなか

進まない地区もあるようでございます。自主防災組織の結成促進につきましては、活動が

停滞や停止している自主防災組織に対しまして、自主防災組織の活動とその重要性を再認

識していただくために、啓発や助言を今後も行っていきたいと考えております。 

○議長（井原正光君） 船川議員。 

○４番（船川京子君） これまでの取り組みに対しては、大変よく理解をいたしました。

また、平成５年度から取り組んでいただいているにもかかわらず、現場の状況がいろいろ

な状況になっているということも理解をいたしました。 

 それでは、その上で次の質問に移らせていただきたいと思います。今、町長のほうから

現状を大まか伺いましたが、次の質問でもう一歩現状が見えてくるようなお答えをいただ

ければと思います。 

 利根町地域防災計画概要版の中に、「既に活動している、または活動を始めようとして

いる自主防災組織」との表現があります。今、町長からいただいたお答えのとおりの現場

が見えてくるとの印象を持ちます。そこで、数年来の町における地区に対する支援をお聞

きいたしますと、地域によって自主防災組織や防災訓練に対する意識、または自然災害に

対する危機感などに温度差が感じられるように思います。 

 町は地区などで取り組んでいる自主防災組織の現状など、どのように把握されているの

かお伺いしたいと思います。 

○議長（井原正光君） 補足答弁を求めます。 

 髙野総務課長。 

○総務課長（髙野光司君） それでは、お答え申し上げます。 

 自主防災組織の現状につきましては、先ほど言いましたとおり、４月の区長会総会のほ

うで各地区の自主防災組織の活動内容についてアンケートをとってございます。 

 それにつきましては、まず区長会の総会では、自主防災計画と地域防災計画の内容につ

いて示してございます。また、自主防災組織のあり方ということで、その必要性について

も説明してございます。 

 その中で実態を把握するために、各地区で実際に自主防災組織がどんな活動をしている

のかという形でアンケートをお願いしてございます。また、昨年まではどんな活動をして

いたのかということもあわせましてお願いしてございます。また、各自主防災組織の活動

において、各地区でどんな問題点があるのかという問題につきましても、記述していただ

くようにお願いしておりまして、先月までの記述をお願いしているんですけれども、まだ

来ていないという状況ですので、そこら辺を含めてまとめまして、地域に入って区長と話

し合いながら進めるような形でいきたいと考えております。 

○議長（井原正光君） 船川議員。 

○４番（船川京子君） 今の課長のお答えは次の質問にも重なってきますので、次の質問
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をさせていただいて、お答えをいただいた後に、また重ねて別の角度からお尋ねをしてい

きたいと思います。 

 それでは４番目の質問になるかと思いますが、ただいま、これまでの町における地区な

どの自主防災組織に対する支援やかかわりなど伺ってまいりましたが、防災計画の見直し

をされ、今後どのような自主防災組織の整備を目指して現場に向け啓発、促進をされてい

くのか、その方向性をお伺いいたします。 

○議長（井原正光君） 遠山町長。 

○町長（遠山 務君） それでは、今後どのような自主防災組織の整備を目指し、啓発、

促進をしていくのかというご質問にお答えをいたします。 

 自主防災組織は、町がその全てを指導していくものではなく、地域の実態に合った災害

時の活動を地域が想定し、行動していかなければならないと考えております。しかし、そ

こには自助・共助・公助がそれぞれの役割を認識しておく必要がございます。そのために

は、平時から自主防災組織と行政との間で情報を共有し、災害時に適切な対応ができるよ

う準備しておくことが重要であろうと考えております。 

 町といたしましては、自主防災組織の育成という町が果たすべき役割の中で、指導や助

言など、自主防災組織に対する支援を行ってまいりたいと考えております。 

○議長（井原正光君） 船川議員。 

○４番（船川京子君） 今後の方向性を示していただき、大変よく理解するところでござ

います。過ぎたことを言っても前へ進まないと思いますが、１点だけ確認をさせていただ

きたいと思います。 

 先ほど、町から各地区に100万円の防災資機材補助金をお渡しし、規約もつくられたと

のお話がありました。その後、それぞれの各地区でこれがどのように、町から出している

ものなので、確かに自主防災組織は現場発だということは認識をしております。しかし、

具体的にここまで結成を促進する支援をされたのであれば、その後の確認などはある程度

は、全体的でも構いませんので、されているのでしょうかお伺いいたします。 

○議長（井原正光君） 髙野総務課長。 

○総務課長（髙野光司君） 自主防災組織の現状ということだと思いますけれども、先ほ

ど町長から言いましたとおり、全地区に対しまして自主防災組織が設置されてございます。

その当時は37地区に補助金を出しまして設置したと。 

 その内容でございますけれども、自主防災組織の結成の事業ということで10万円でござ

います。説明会時の謝礼金だとか、その当時の設立に対します防災カルテの作成、また、

その地区の防災マップ等についての必要経費として10万円を補助してございます。 

 またそのほかに、各地区では資機材等の整備も必要だろうということで、防災用具とか

非常用の食糧、また応急セット等につきましても、各地区に100万円を限度として補助金

を出しているという状況でございます。 
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 一つの団体だけは区が廃止されたということでありませんけれども、今現在は36団体の

自主防災組織が結成されているという状況でございます。ただ、今までどのような形で地

区防災組織が活動しているかという実態は、実際把握していないということです。 

 先ほど言いましたとおり、区長会のほうで、実際どのような形でやっているのかという

形でアンケートをとったということです。ただ、フレッシュタウンでは、防災に対する活

動、部会とか、そういうものについての活動報告みたいのが町のほうにも広報紙等で配付

されていますので、その中で活発的にフレッシュタウンはやっているという認識はしてご

ざいます。 

 ほかの団体の方の情報を見ますと、防災部はあるんだけれども、自主防災組織として活

動しているのかというと、そこらははっきりしていないという形でございます。 

 私事ですけれども、旧羽根野地区におりまして、当時整備したときには私が班長でした

ので、いろいろな資機材の整備については区と一緒になって整備した経緯がございますけ

れども、ただ、それをあけて実際点検をしたという実績が私の地区ではないということで、

それで改めまして地域防災計画ができたので、船川議員言われたとおり、自主防災組織は

災害に対する自助の、または共助の必要性が、過去の災害の中で重要であることが認識さ

れておりますので、ここで改めて今年度からその実態を把握して、地域に入っていって何

とか活動していただきたいということで、手始めに区長のほうにお願いしたという状況で

すので、今後ともその状況を見ながら、地区と話し合いながら活動できるような体制にし

ていきたいと考えております。 

○議長（井原正光君） 船川議員。 

○４番（船川京子君） 今の課長のお答えで、とりあえず理解をいたしました。ただ一つ

伺いたいことがあります。 

 今のお答えを伺うと、今後この自主防災組織を結成するために取り組む、またそこに力

を入れるという、その姿勢は感じられました。ただ、印象として全体的に進めていくとい

うような印象を持ちましたが、この自主防災組織、また防災訓練をそれぞれの地区で行っ

ていただくためには、それぞれの地区の温度差や状況の違い、また先ほどおっしゃったよ

うに、フレッシュタウンなどは、たしか県のモデルケースか何かの事業を行っていたよう

な記憶があります。そういったところと高齢化が進む地域とでは、確かに状況が違うと思

います。 

 その中で個別的な対応や声かけ、確認、支援、啓発などがとても有効なのではないかと

思いますが、この個別的な対応に対する町の考えを伺いたいと思います。 

○議長（井原正光君） 髙野総務課長。 

○総務課長（髙野光司君） 確かになぜ進まないのかということで、１カ月前にちょっと

新聞を見ましたら、自主防災組織は国が一定の方向性の中で全国的に組織されたという形

が新聞に載っていました。ただ実際は10％もいかない活動であって、実際に動いていない
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ということでありました。聞いたことはあるけれども、うちの地区ではないねという新聞

記事が載っていたかと思います。 

 ですので、地区によっては、なぜできないのかということまで、まず考えていく。阪

神・淡路大震災から3・11の大きな災害を目の当たりにして、自主防災組織の重要性とい

うのは皆さんご存じになっているかと思います。ただ、それであってもなぜ動かないのか

という形は、その地域によっても違うのかなと思いますし、ただ議論が必要だろうと思い

ます。 

 あるんだけど、どんなふうにして動かしたらいいのかというのは、我々町も含めて、地

区の消防団、区長もそうですし、消防署のほうにもお願いするなり、また、県のほうでも

消防組織の重要性を大変認識しておりますので、一体になって、今の、重要性があるのに

なぜ動かないんだということを改めて議論しながら、一歩一歩、ちょうど地域防災計画が

できましたので、地域に入っていって区長と話し合いながら進めていきたいとは考えてお

ります。 

○議長（井原正光君） 船川議員。 

○４番（船川京子君） 将来に向け、自主防災組織の大切さや取り組む姿勢が感じられま

したので、ここで次の質問に移りたいと思います。ただ、将来のために今こういう形で、

先ほども申し上げましたが、次世代との目的を同じく共有し、かかわりを築いておかない

と、不安要素は高齢化が進む中で高まるばかりだと感じています。自主防災組織の結成及

び防災訓練の実現は、地域に根差した大変有効な取り組みであると考えます。時を逃さず、

積極的な啓発、促進支援を今後に期待いたしまして、次の質問に移らせていただきます。 

 ５番目の自主防災組織に対して、核となるリーダーの養成を支援する町の姿勢を示され

ています。具体的にどのような取り組みをされるのかお伺いいたします。 

○議長（井原正光君） 遠山町長。 

○町長（遠山 務君） 自主防災組織に対して、組織の核となるリーダーの養成の支援の

具体的な取り組みについてお答えをいたします。 

 平成26年度予算において、防災士資格取得補助金を計上してございます。この補助金は、

町単独の補助金でございまして、自主防災組織で活動する意思があり、区長から推薦を受

け、防災士資格取得のための講座を受講し資格を取得した方に対し、３万円を上限に補助

金を交付するものであります。 

 防災士資格を取得し、自主防災組織の核となるリーダーになっていただくことは、地域

や町の防災に対し大きく貢献することになると考えておりますので、次年度以降も継続し

て防災士の養成を支援していきたいと考えております。 

○議長（井原正光君） 船川議員。 

○４番（船川京子君） 今、町長がおっしゃったように、私もこの取り組みには大変期待

もし、大賛成な取り組みだと思っています。ただ、１点お尋ねしたいことがあります。そ
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れは、区長からの推薦ということで今おっしゃったと思うのですけれども、これは具体的

に区長初め、自治会では副会長と呼んでいると思うのですけれども、その方たちの個人的

な人脈の中でこのリーダーになる方を探していくと理解してよろしいのでしょうか。それ

とも一般的に、例えばそういった人間関係がなくても、中には防災士の受講をし、地域の

ため、町のためにお役に立ちたいと思っている方もいらっしゃるかもしれません。その辺

のところを確認させていただきたいと思います。 

○議長（井原正光君） 髙野総務課長。 

○総務課長（髙野光司君） 今年度から始まった事業でありまして、地域のリーダーがし

っかりして自主防災組織を牽引していただけるような方があればいいなということです。 

 特に区長の推薦については、補助金は公金ですので、３万円という限度がありますけれ

ども、なっていただいて、なおかつ自主防災組織のリーダーになっていただくというのが

一つの要件だろうと思います。ただ趣味で取るんだというのもいいでしょうけれども、あ

る程度はスタートのときにはリーダーとなっていただく、地区の代表だという意識を持っ

てやっていただく、それがまず必要なのかなという感じがします。 

 あと、そのほかにやりたいよという人は、区長推薦ですから、区長がいいですよとなれ

ば推薦はできると思いますけれども、一応予算の範囲内では、そういう要項にしてござい

ます。 

○議長（井原正光君） 船川議員。 

○４番（船川京子君） わかりました。事業の成功を期待したいと思います。 

 次の質問に移らせていただきます。町は井戸を所有している家庭に向けて、災害時の飲

料水としての提供に協力しましょうと呼びかけています。東日本大震災のときには、井戸

をお持ちのご家庭に大変多くの方たちがお世話になったと思います。私自身もその一人で

す。命をつなぐ飲料水です。声をかけてくれた友人には、その真心を思うと、今も感謝の

思いがわいてきます。町として呼びかけられているこの井戸をお持ちのご家庭など、把握

されているのでしょうか。また、それらのお宅に対し、何か働きかけなどをされているの

でしょうか、お伺いいたします。 

○議長（井原正光君） 遠山町長。 

○町長（遠山 務君） それではお答えをいたします。 

 井戸を所有している家庭の把握についてでございますが、井戸の使用に関しましては、

行政への届け出義務等はありませんので、町では正確な情報は持っておりません。ただ、

公共下水道使用時の届け出として井戸の使用や併用の申請もあることから、これら今把握

しているところでは約300件と、水質汚濁法に基づき毎年県が調査する井戸、その中から

約５件から６件の情報は把握しております。 

 また、井戸所有者への町からの働きかけでございますが、災害時に水道が断水した場合、

より多くの方に飲料水を提供するためには、町が備蓄する飲料水の補完として町内の井戸
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所有者の方に働きかけ、井戸水の提供者を確保しておくことが重要であると考えておりま

す。 

 このためには、飲料水として使用できる井戸所有者の把握、定期的な水質検査の実施、

日常の井戸の管理を誰が行っていくのかなどのほか、特定の井戸に利用者が集中した場合

の枯渇の懸念など、課題は多くあるかと思われます。 

 町といたしましては、これらの課題を整理し、災害時の井戸水の利用方法等を検討して

まいりたいと考えております。 

○議長（井原正光君） 船川議員。 

○４番（船川京子君） 井戸を所有しているご家庭に対し、また、飲料水としての井戸水

に対する取り組みを伺い、大変よく理解をいたしました。 

 それでは、次の質問に移らせていただきます。避難所における取り組みについて伺いた

いと思います。 

 有事の際に、混乱が予想される避難所や福祉避難所などの現場で、乳飲み子を抱えた母

親の授乳場所や介護をされている方の対応スペース、また障害をお持ちの方の落ち着き場

所など個別的な支援や配慮が必要となるケースが考えられると思います。 

 このように対応の複雑さが増す避難所や福祉避難所などにおいて、防災計画を見直され、

見えてきた課題もあるのではないかと考えます。新たに準備をされていることがありまし

たらお伺いいたします。 

○議長（井原正光君） 遠山町長。 

○町長（遠山 務君） 長くなりますので、今年度において予算上行うというところだけ

お答えしたいと思います。 

 指定避難所及び福祉避難所用の避難所運営用品として、組立式間仕切り、床マット、組

立式更衣室等を体育館約１棟分の広さを目安に購入し、避難者のプライベートを確保しよ

うと考えているところでございます。 

 授乳、介護の対応、障害をお持ちの方の個別的な支援につきましては、福祉避難所とな

っています保健福祉センターでの対応が主になると思われますが、保健福祉センターは部

屋数もあることから、これらの部屋を利用することでもプライベートを確保できるものと

考えております。 

○議長（井原正光君） 船川議員。 

○４番（船川京子君） 今、パーテーションなどの資材を新たに購入するというお答えを

いただきました。これは予算化もされているのでしょうか。購入は決定ですか、確認させ

てください。 

○議長（井原正光君） 髙野総務課長。 

○総務課長（髙野光司君） 今年度予算の中に避難所運営用品ということで避難所簡易組

み立て間仕切り、町長が今言われたものが345万6,000円ということ、なおかつ避難所の更
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衣室も含めますと19万円ということで、約350万円ほどの予算を計上して今年度整備する

予定になってございます。 

○議長（井原正光君） 船川議員。 

○４番（船川京子君） 念願だった女性や介護をされている、いわば災害弱者と言われる

方たちに光を当てていただきうれしく感じます。 

 また、先ほど町長のお答えの中で、福祉避難所のお話があったかと思いますが、イメー

ジをしてみて、福祉避難所で複数のお部屋が確かにありますが、利根町としては前回の

3・11のときにも避難者は本当に少なく、それほどお家から避難をしなければいけないと

いう大変な事態にはなりませんでしたが、ただ、突然何があるかわからないような状況の

中で、竜巻なども想定するととても怖いような印象を持ちます。その中で、福祉避難所で

今申し上げたような生活弱者の方たちが、全て対応が可能だと想定されているのでしょう

か。その部分だけ確認をさせていただきたいと思います。 

○議長（井原正光君） 髙野総務課長。 

○総務課長（髙野光司君） 地域防災計画は、あらゆる災害についてやってございます。

そのため、避難所が何カ所か設けてあると。 

 一義的にすぐ逃げて避難してくださいと、命にかかわる場合は役場だとか、そういう近

くのところにしてございます。ある程度、３日間とか４日間、１週間ぐらいまでは保健福

祉センターだとか、あと今言われた体育館だとかというところに避難していただくという

ことだと思います。 

 ただ全部の、水害などの場合は、そういう避難所でも高台しかどっちみち住めませんの

で、命を守るための一義的な避難場所、それは地震で一部だったらそこで間に合うでしょ

うけれども、災害の大きさによってまた違うと思います。 

 じゃあ全体的になった場合はどうするんだという話になると思うのですけれども、その

ときには国、県の支援も、東日本の大きな災害があったように、一自治体がやれる範囲と

いうのは限られていますので、まず命を守るための一義的なものだろうと。そして今回の

ものは、ニュータウンの方に何軒か避難していただいたのですけれども、あのぐらいだっ

たら、36ぐらい区画しますので間に合うのかなという感じはします。 

 整備したことにこしたことはないんですけれども、ある程度計画的に、1,200人ほどの

災害に対するものがこの計画にもあるんですけれども、そのための設備を用意する、町は

１日１人当たり３リットル、３日間だという形で備蓄を計画していますので、手始めには、

その辺から計画に基づいて整備していくということで考えていますので、これで万全かと

言われてもちょっと困るかなと思いますので、よろしくご理解のほどお願いします。 

○議長（井原正光君） 船川議員。 

○４番（船川京子君） 限られた条件の中で精いっぱい知恵を絞り体制を整えていただい

ている、その姿勢はとても感じます。 
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 それでは、次の質問に移らせていただきます。企業との協力体制についてお伺いしたい

と思います。 

 町は、企業に対して、地域で行われる防災訓練などへの積極的な参加を呼びかけ、さら

に自主防災組織や消防団との連携も積極的に図るように啓発されています。また、災害発

生時には迅速な道路警戒などが必要となることから、町と協定を締結する建設業者などに

は、災害発生時に迅速な対応ができるよう日ごろから呼びかけています。連携、情報交換

などの対応も重ね、防災、減災のための準備にご尽力いただいていると思います。 

 そこで、町内企業何社とどのような対応ができる準備をされているのか、お伺いいたし

ます。 

○議長（井原正光君） 遠山町長。 

○町長（遠山 務君） それではお答えをいたします。 

 町内の企業に限定しての協定締結といたしましては、災害時における応急復旧対策をお

願いすることになります利根町建設業協会との協定、また、災害時の避難所利用といたし

まして、日本ウェルネススポーツ大学との協定を締結しております。 

 このほか、町では県内市町村との災害時相互応援協定や民間企業との物資輸送、物資供

給、仮設トイレ等の協定など、全部で現在14件の協定を締結しております。 

 また、飲料水の大手と今１件協定を結ぶための調整をしているところでございます。 

 また、茨城県では約100件に上る災害協定を締結しておりまして、物資や医療品などの

確保がされるようになっております。 

 町といたしましては、今後、食料品の確保のための町内食料品店との協定締結、また避

難所や福祉避難所の利用協定、その他必要となる災害時支援等の協定締結に向け、災害時

に町が必要とする支援を検討し、協定締結に結びつけていきたいと考えております。 

○議長（井原正光君） 船川議員。 

○４番（船川京子君） なかなか私たちの生活に伝わってこない町の取り組みが伺えて少

し安心すると同時に、企業との対応も進んでいるのだなという印象を持ちました。今後も

継続して町のためにご尽力いただきたいと思います。 

 次の質問に移らせていただきます。雪かきについてのお考えをお聞きしたいと思います。 

 ことしの２月の初旬に、通常降雪量が少ない関東エリアが大雪に見舞われ、町でも農業

用ハウスの倒壊など甚大な被害がもたらされました。東京都心部においては、45年ぶりに

積雪量25センチを記録し、交通路が遮断されるなど生活者の暮らしに大変大きな支障を与

えました。 

 利根町においても、積雪や凍結により公共交通機関の運行は見合わされ、生活道路であ

る町道も通行に著しい困難をきわめました。町民の方からの、公的機関に対する県道や町

道などの除雪作業を要望される声が随所で聞かれました。町道初め、町内生活道路におけ

る除雪に対し町としてのお考えを、先ほど伺いました企業とのかかわりも含めお伺いした
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いと思います。 

○議長（井原正光君） 遠山町長。 

○町長（遠山 務君） 議員ご指摘のとおり、２月の８日、９日と記憶しているのであり

ますが、関東地方にも何十年ぶりという大雪が降ったということで、町ばかりでなくて、

国、県などでの対応状況は、降雪量が特に多かったため、国道、県道においても広範囲の

積雪状況に対して、除雪ができない状況であるということでございます。 

 町の対応といたしましては、降雪に対し、道路などの雪による事故防止を図るため、関

係機関との連絡調整等の対応を行うとともに、雪の着雪による事故防止を図るため、道路

などへの融雪剤、塩カルの散布を行い、凍結による事故防止に努めたところでございます。 

 一部の地区においては、個人所有の重機、また、トラクターなどによる除雪を行ってい

ただいたところもございます。 

 いずれにいたしましても、何十年に一度の大雪でございましたので、除雪につきまして

も、除雪用の重機及び雪の捨て場の確保が難しい状況でございました。 

 従前は除雪の担い手として地域の建設業者などにお願いしておりましたが、現在は業者

数の減少や重機のリース化などにより重機の確保も難しく、大きな期待を寄せることは次

第に困難となりつつある状況でございます。 

 町といたしましては、今後の大雪に対し、一層の体制強化を図るため、除雪用としても

兼用できる道路補修用の重機購入の検討も考えてございます。また、地域住民の方々のご

協力もいただきながら、今後対応していきたいと考えているところでございます。 

○議長（井原正光君） 船川議員。 

○４番（船川京子君） 町としても、今、重機購入の検討も考えているというお答えをい

ただき、雪に対しても真摯な態度で臨んでくださるとの印象を持ちました。 

 １点確認をさせていただきたいと思いますが、この除雪作業が、現在は業者との関係の

中でもなかなか難しくなっているということですが、一言で言えば、物理的に対応が難し

いということでしょうか。そういうことではないんですか。 

○議長（井原正光君） 鬼澤都市建設課長。 

○都市建設課長（鬼澤俊一君） 業者のほうが、今現在、町内業者数も公共事業の減少に

よりまして少なくなっているという状況もございまして、先ほど町長からもありましたと

おり、今、業者が直接自分で重機を抱えるという時代ではございませんで、ほとんどがそ

の工事にあわせて業者がリースをするという形をとってございますので、各業者が重機を

用意できないという状況がございます。 

 今、議員ご指摘のとおり、物理的に無理になっているということでございます。 

○議長（井原正光君） 船川議員。 

○４番（船川京子君） 現場の対応の壁はよく理解をいたしました。確かに45年ぶり、40

年ぶりの、通常降雪量が少ない関東エリアが大雪に見舞われたわけでありますが、今後ど
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ういう状況になっていくかということは予想できませんので、先ほど町長からいただいた

お答えのように、こういった形で検討していただけるということは、大変町民の皆様にも

安全・安心をお届けできるのではないかと思います。 

 それでは、最後の質問になります。子どもたちに対する対応についてお尋ねしたいと思

います。放課後児童クラブ及び放課後子ども教室における防災訓練についてお伺いいたし

ます。 

 防災計画には、児童生徒に対し防災教育を行い、防災に関する知識の啓発、防災意識の

高揚を図るとともに防災訓練の充実に努めますと、子どもたちの安全確保に向けた町の姿

勢が記されています。小中学校では、充実した防災訓練を定期的に行っていただいている

ことは認識しています。そこで、放課後の対応について伺いたいと思います。 

 町には保護者が労働などにより昼間家庭にいない子どもを対象として、主に低学年児童

の見守り保育を行う放課後児童クラブが町内３小学校全てに設置されています。また、全

学年児童を対象とした子どもたちの安全・安心な居場所を設け、地域住民との交流活動な

どを推進する放課後子ども教室が文小学校に設置されています。 

 これら二つの事業における防災訓練に対するお考えをお伺いいたします。 

○議長（井原正光君） 遠山町長。 

○町長（遠山 務君） それでは、お答えをいたします。 

 児童クラブ、放課後子ども教室における防災訓練についてでございますが、私のほうか

らは放課後児童クラブについてお答えをいたします。 

 現在は各小学校で実施している引き渡し訓練に、放課後児童クラブの指導員も参加し防

災への備えを行っております。今後、災害時の対応について、各小学校と連携を強化して

いくとともに、児童クラブの活動中に災害が発生した場合の対応についても検討してまい

りたいと考えております。 

 放課後子ども教室の状況につきましては、教育長のほうから答弁をさせます。 

○議長（井原正光君） 伊藤教育長。 

○教育長（伊藤孝生君） それでは、船川議員のご質問にお答えします。 

 放課後子ども教室の状況についてご説明しますと、現在、文小学校の特別教室棟１階の

１教室におきまして、15名の児童をお預かりしまして、月曜日から木曜日までの週４日間、

学校の授業終了後より午後６時までの開級をしております。 

 また、児童の学年も１年生から６年生までの児童がおりまして、職員は臨時職員３名で

対応しております。 

 防災訓練につきましては、これまで子ども教室としては実施しておりませんでしたけれ

ども、災害はいつどのような形で起こるかわかりませんので、児童の安全の確保をするた

めには、訓練等は必要であると思われますので、学校の防災訓練等のマニュアルに基づい

て学校及び児童クラブと連携をとりながら、防災等の訓練を実施していきたいと考えてお
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ります。 

○議長（井原正光君） 船川議員。 

○４番（船川京子君） 子どもたちの防災訓練のことですけれども、今、教育長のほうか

ら行っていただけるという、本当に安全・安心のお答えをいただきました。 

 児童クラブのほうも恐らく検討というお答えをいただきましたが、行っていただけるの

ではないかと思いますが、もう一度確認をさせていただいてよろしいでしょうか。 

○議長（井原正光君） 石塚福祉課長。 

○福祉課長（石塚 稔君） それでは、お答え申し上げます。 

 児童クラブにおきましても現時点では町長の答弁のとおり、引き渡し訓練ということだ

けでございましたが、今後、各学校、それから、放課後子ども教室と連携をしながら防災

訓練のほうの取り組みを進めていきたいと考えております。 

○議長（井原正光君） 船川議員の質問が終わりました。 

 暫時休憩いたします。 

午後２時００分休憩 

                                         

午後２時１０分開議 

○議長（井原正光君） 休憩前に引き続き会議を再開します。 

 ２番通告者、11番若泉昌寿議員。 

〔11番若泉昌寿君登壇〕 

○１１番（若泉昌寿君） 皆さん、こんにちは。２番通告、若泉でございます。 

 今回は２点について質問させていただきます。 

 利根町の人口がますます減少してまいります。その上、財源も今後厳しくなってくるの

かなと思いまして、町としては、企業誘致ができればこれは一番いいと思うのですが、そ

ういう点を考えてみてもやはり難しい。じゃあ利根町は何なのか。皆さんもご存じのとお

り、利根町は農業の町なんですね。農業をこれから何とかしていかなくてはいけない、そ

ういう観点から、今回、マラソン大会を通じてまちおこしを起こしてはどうかなという考

えのもとで質問をさせていただきます。 

 利根町は都心から50キロ圏内にありながら、交通の便は悪く、鉄道も走っていなければ

国道も通っていないが、一時は住宅開発で人口は２万1,000人までになりました。その後

は年々減少し、現在では、ここに１万7,000人と書いてありますが、今は１万7,000人を切

っております。その上、少子高齢化はますます進み、町税も減少しつつあります。このま

までは町は寂しくなるばかりで、町として考えなければならないときが来ていると私は思

っております。 

 利根町の産業は農業であり、米づくりでございます。生産される利根町のお米は大変お

いしい米ができます。秋に収穫できるときに収穫祭マラソン、これは仮名でございますが、
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そういう大会を開催し町外から多くの参加者を集め、そのときに新米を販売し、町の活性

化を試みてはと思いますが、町長はどのように考えるかお伺いいたします。 

 あと、基盤整備は自席で行います。 

○議長（井原正光君） 若泉議員の質問に対する答弁を求めます。 

 遠山 務町長。 

〔町長遠山 務君登壇〕 

○町長（遠山 務君） それでは、若泉議員のご質問にお答えをいたします。 

 マラソン大会でまちおこしをしてはどうかとのご質問でございますが、市民マラソンの

火つけ役となった東京マラソンを筆頭に、全国各地で市民マラソンの開催が相次いでおり

ます。大型マラソンへのエントリー数が増加する一方で、まちおこしを掲げて開催を続け

てきた地域マラソンへの影響も心配されているところでございます。 

 マラソン及びジョギングは、特別な用具や施設を準備する必要はなく、高齢化やメタボ

対策、高血圧などの生活習慣病の予防対策やストレス回避の有効な手段として、近年取り

組む人数がふえております。 

 利根町におきましても、かつて、昭和63年度から平成10年度までマラソン大会を実施し

ておりました。当時、体育協会の陸上部で元旦マラソン大会を実施していましたが、人員

的な問題で町で引き継いで開催をしてきたところでございますが、平成10年度まで大会を

開催し、平成11年度からは中止となっております。 

 この大会が中止となった経緯でありますが、当時のマラソン大会は１月中旬に開催して

おり、２月に駅伝大会があり、ボランティアの確保等の問題で中止となっております。 

 こうした大会の運営には体育協会、スポーツ少年団、町ＰＴＡ連絡協議会、町ネットワ

ーカー協議会、ボーイスカウト、交通指導隊等の多くのボランティアの方のご協力が必要

になります。また、コース設定等の問題もあり、マラソン大会が中止になった経緯を勘案

すると、現段階ではマラソン大会の開催は困難であると考えております。 

 現在、町では例年２月に駅伝大会を開催しております。この大会は町外チームの参加が

多い大会であり、平成25年度大会はあの大雪で中止になりましたが、出場予定のチームが

78チームのエントリーがあり、このうち町外は半数以上の47チームになります。この大会

の中で平成24年度より、商工会のご協力により町の特産品の紹介を行い、スポーツ大会に

よるまちおこし事業を展開中でもあります。 

 そのほか、町ではお米の販売促進として毎年11月に地場産業フェスティバルを実施し、

利根町産コシヒカリの米粉とお米の無料配布を行っています。また、米粉を使った特産品、

地元産新鮮野菜や地元商店の自慢の商品を販売、紹介し、地場産業の推進に努めていると

ころでもございます。 

 また、去る５月31日には、成田国際空港でイベント、空市（そらいち）が開催され、空

港近隣の市町村、千葉県９市町と茨城県７市町村が参加いたしました。利根町も参加し、
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ＪＡ竜ケ崎市の協力を得てお米の無料配布を行い、お米の販売促進を行ったところでもあ

ります。今後もＪＡ竜ケ崎市と協力し、機会を見てはお米の販売促進に努めていきたいと

考えております。 

○議長（井原正光君） 若泉議員。 

○１１番（若泉昌寿君） 今の町長の答弁で、昭和63年から平成10年まで正月にマラソン

大会を行ったと、私、これは知っております。その後は駅伝大会を行って、現在も行って

おります。ことしは雪のため中止でございますが、78チームで47チームは町外だと、確か

にそのように私も認識はしております。 

 しかしながら、駅伝大会をやりましたけれども、確かに町外から参加チームの人は来て

いますけれども、それで利根町のまちおこしの活性化には。 

 私今回テーマとして述べているのはお米なんですね、何とか利根町のお米を町外の皆さ

んに食べてもらいたい、そういう趣旨で今回は一般質問をやっているわけですが、駅伝大

会において利根町のお米、実際に販売はしていないと思います。 

 また、この駅伝大会において町長は利根町のお米が、駅伝大会に関連してお米が売れて

いるというか、町外の皆さんに食べてもらっているか、その認識はどうなんですか。 

○議長（井原正光君） 補足答弁を求めます。矢口経済課長。 

○経済課長（矢口 功君） 駅伝大会の際の、若泉議員の設問の中にお米と限定していま

すけれども、私どものほうではお米に限らず地場産のものを、ご承知のとおり、米粉等を

使った特産品、あるいは米も一緒ですけれども、それをやっています。それで、今回ご指

摘の駅伝大会の中では、あくまでも商工会の中での特産品のＰＲということで、四つの加

盟店が協力していただいたということで、お米については駅伝大会ではしてございません。 

○議長（井原正光君） 若泉議員。 

○１１番（若泉昌寿君） 今、課長が言っていましたように、直接お米には関係ないと。

私、先ほども述べましたように、今回の一般質問は何とか利根町のお米を町外の皆さんに

買ってもらいたい、食べてもらいたい、そこなんですよ。 

 今、ＴＰＰの問題とか何かで、まだはっきり決まりませんけれども、お米はどうなるの

か、農家の方たちは不安なんです。現在の価格で農家の方が満足した価格で買ってもらっ

ているとは思っていないですよ。恐らく農家の方たちというのは、少なくてもこれは願望

というか、１俵60キロ２万円ぐらいは欲しいと思うのです。しかしながら、今現在、私は

今ここではっきりしたお米の値段はわかりませんけれども、供出だって恐らく１万二、三

千円とかがいいところだと思います。それでは農家の方もやっていけない。まして、町と

して、これからの利根町の農業というのをどう考えているんですか。ですから私は、何と

か利根町の農家の方が生き延びられるような、そういうことを町として真剣に考えてもら

いたい、そういう意味で今回はこのマラソン大会を通じてやってもらえればどうなのかな

と。 
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 私がこれをテーマとして上げて、町としてやります、そう言われても、１年や２年では

成果というのはなかなか出てきませんよ。何事においても執行部の皆さんは、商工会に任

せるとか、ＪＡに任せるとか、そういうことでなく、町自身がしっかりと考えてやってい

かなければ、私が幾ら質問しても、町長もそう、そんなことではこの話は質問したって意

味がないという感じになってしまいますよ。 

 町長、利根町の農業に対して、今の米作ですよ、どのように考えているんですか、一言

お願いします。 

○議長（井原正光君） 遠山町長。 

○町長（遠山 務君） 茨城県産のコシヒカリというのは60キログラム当たりで１万一千

二百円から三百円、米作農家としては非常に厳しい状況であると考えております。 

○議長（井原正光君） 若泉議員。 

○１１番（若泉昌寿君） 今、町長は値段を言いましたよね。利根町の農家の方、それで

満足していると思いますか。 

○議長（井原正光君） 遠山町長。 

○町長（遠山 務君） 満足しているとは思いません。ただ需要と供給のバランスですの

で、これはそれなりの食味のいい、機械ではかってもそれなりのデータが出るお米であれ

ば、もっと高く売れると思います。 

○議長（井原正光君） 若泉議員。 

○１１番（若泉昌寿君） 私の言いたいところは、利根町で農家の方が汗水流してつくり

ました、それでまだ今のところ国のほうでいろいろ決められていますが、その決められた

値段で売るのではなく、それはそれでしようがないんですよ。しかしながら、町のほうで

努力して少しでも高く売れるような、そういうことを町は考えたらどうなんですかと、そ

う言っているわけです。 

 河内町を町長はよく知っているでしょう。どれだけ河内町のお米を町外のほうに売って

いたのか、今でも売っているでしょうけれども、恐らく１俵３万円ぐらいになっているん

じゃないですか。それは全てとは言いませんよ、それは努力しているんです。そういう町

としての努力、それが私は欲しいなと言うんですよ。町長、どう思いますか。 

○議長（井原正光君） 遠山町長。 

○町長（遠山 務君） 河内町のお米、キロ当たり一番いいものでゴールド米で750円。

ただ、この米をつくるのには、土壌改良から、一からやっているということで、利根町の

農家のほうもそういう努力をしていただければ、それなりの値段では売れるのではないか

と考えております。 

○議長（井原正光君） 若泉議員。 

○１１番（若泉昌寿君） 努力していただければでなくて、何事も町のほうが率先してや

っていただけるようにもっていくのが、これが行政じゃないんですか。 
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 今回、収穫祭マラソン大会やったらどうでしょうかと、それで関東一円声をかけるわけ

です。主に東京とかそういう都市部になりますけれども、そちらのほうから、利根町で収

穫祭マラソンを行うという募集があります。最初から1,000人も2,000人も、それは私も望

みません。ただ、これも行政がやることによって、行政が発信してそういう収穫祭マラソ

ンを行う、それを周知してくれればだんだんと参加者がふえるんですよ。 

 町長は冒頭に言いましたよね、マラソン大会どこでもやっている、大変盛んであると、

確かにそうなんです。皆さんお金を払ったってやっているんです。東京都マラソンという

のは特別枠なんか募集するのに何十万円でしょう、それは例外なんですけれども、でも皆

さんどこの大会でも二、三千円の参加費というのは納めているんです。それでも参加する

んです。 

 この近くの富里市ではスイカマラソンをやります。そのように富里はスイカの産地です

から、富里マラソンでスイカを主としたマラソンを行う、そこでスイカを皆さんに食べて

もらう、できたスイカを買ってもらう、そういうことがまちおこしなんです。 

 ですから、この利根町も収穫祭マラソンを秋に行って、そのときに新米を皆さんに、お

にぎりでいいんですよ、塩つけむすびでも、みそつけむすびでも、おかずなんて要らない

んですよ。コシヒカリというのは、スーパーとか何かで売っています。10キログラム

4,000円以下です。三千七、八百円とか、そのくらいで売っています。でもあれはブレン

ドしているんですよ。ところが、利根町でとれた混ぜ米をしないコシヒカリだけで食べて

みなさいよ、うまいですから。それだったら、少なくて4,500円から5,000円で売れますよ。 

 消費者の方というのは、おいしければ買いますから、それで今の消費者の方というのは、

お米というのは高いと思っていないですから。主食米のお米というのは10キロ5,000円出

しても、副食のおかずから比べたら、お米というのはすごく安く感じているんです。です

から、おいしいとなったら幾らでも買ってくれるんです。 

 私も、これは古い話ですけれども、野菜を売りながら東京に行きましたよ。引き売りと

言いましたけれども、そのときには利根町のお米、周りの農家の方から譲っていただいて

10キロ5,000円で売ってきましたよ。10キロ5,000円ということは60キロで五六、三十で３

万円です。しかしながら、つき減りというのがありますから２万8,000円ぐらいになりま

す。今だってそのぐらい幾らでも売れるんですから。 

 ですから、そういうマラソン大会をやって向こうから来てもらって、そこでお昼はおに

ぎりを食べさせる、それで帰りにはそれを販売して、今度契約を結んでやっていけば、だ

んだん売れるようになるんですよ。そういう努力を私は行政としてやってもらいたい。そ

のようにやれば、農家の方も、農業に対してやる気というのも出てくるんですよ。 

 この後２番目の質問に基盤整備の話をやりますけれども、利根町は今、基盤整備をやら

なかったらなおさらだめになりますよ。矢口経済課長は一番よく知っていますけれども。 

 行政がまずやる気にならなきゃだめなんですよ。何ごとにおいても、まずは骨惜しみを
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しないということです。商工会に任せる、ＪＡとちょっと成田でやりました、そういうこ

とではないんです。利根町の農業をどうしようと、そういうことを真剣に考えていかなけ

れば、幾ら私がこの話をしたって、町長初め皆さん、そういう発想がなければだめなんで

す。町長、私の述べたことに対してもう一度どうですか。全くやる気がないのか。 

○議長（井原正光君） 遠山町長。 

○町長（遠山 務君） マラソン大会については、先ほども申し上げましたとおり、人員

的な確保が難しい、それとそれの一方で参加者が毎年減ってきてしまって、その人数では

それだけのスタッフを用意してやるだけの効果がないということでやめたという経緯があ

りますし、町としても、先ほど申し上げましたとおり、地場産業フェスティバルでもちろ

ん無料配布したり、この間も成田空港のフェスティバルに５月31日、役場の職員と一般の

人で行ってもらってお米の無料配布をしていますし、そういうことは全然やっていないわ

けではございませんので。 

○議長（井原正光君） 若泉議員。 

○１１番（若泉昌寿君） 無料配布をやっているから、利根町のお米は自然と買ってくれ

るというか、そういう考えを持っているのか、それはわかりませんけれども、それから11

月にフェスティバルをやりましたと言っていますよね。しかし、11月のフェスティバルは

町内なんです。町外から、それは多少は来ると思いますけれども、私の今回述べているお

米に関しては、米粉でラーメンつくったとか何をつくった、それは知っていますよ、でも

実際にお米の販売とはつながらないでしょう、米粉はつながるけれども。大体フェスティ

バルというのは町外でなくて町内なんですよ、町長、そうじゃないんですか。 

 それから、人材がどうのこうのと、町長、それでは何をやっても職員もついてこないし、

人材がないからできません、予算がないからできません、何がないからできません、それ

はどういう事業を試みても。 

 毎回私よく言いますよね。我々一般質問、ただ自分が満足するために私やっているわけ

ではないですからね。この利根町を何とかしたい、そういう気持ちがあるからこういう質

問をしているんですよ。いつもちょっと声が大きくなるかもしれませんけれども、町長初

めそうやってやる気がないのでは、何をやったって、これはまとまりませんよ。どうなん

ですか、町長。それでいいんですか。 

 利根町の農業、先ほどどのように考えているんですかと言ったら、先ほど述べましたけ

れども、それでは全然考えていないと同じでしょうよ。 

 この利根町、はっきり言って農業の町なんですよ。子どもはだんだん減っていく、高齢

化は進む、私も高齢者の仲間ですけれども、まだぴんぴんしていますから私はいいです。

でも本当に笑い事じゃないんですよ。我々議員だって70歳過ぎた方がいるんですから。も

う少し町が積極的に、何をしたらこの町がよくなるのか、町長自身が考えなければいけな

いじゃないですか、だから言っているんですよ。こういうことでは１時間もたなくなって
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しまいますから、幾らやったって。町長はそういう気持ちなんです。恐らく矢口経済課長

に聞いても、町長が考えているとおりと言いますけれども、矢口経済課長に利根町農業を

どのように考えているか、ちょっとお答えをお願いします。 

○議長（井原正光君） 矢口経済課長。 

○経済課長（矢口 功君） 若泉議員だけでなくて、ほかの議員からも一般質問をいただ

くたびに私答弁しますけれども、決して支援しないわけでもありませんし、町は何もやっ

ていないという言い方をされますけれども、私たちも国あるいは県、特に県の改革大綱と

かありますから、それにのっとったメニュー、それと町の単独の部分もありますけれども、

それにのれる事業をしていただけるのであれば、それはつなぎますし、支援はします。 

 ただ前回の一般質問のときにも、どなたかのときに話しましたけれども、要は取り組み

なんですね。農家の方がいかに取り組んでいただけるかで、私たちが支援できるかできな

いかのメニューも決まりますし、そこを理解していただきたいなと。取り組みをする人が

いなくて支援はできませんので、これだけはご理解いただきたいなと思っております。 

○議長（井原正光君） 若泉議員。 

○１１番（若泉昌寿君） 矢口課長、町長もそうなんですが、農業についても町長もよく

言いますよ、担い手、やる気があれば町は幾らでも後押ししますよ、町長はよくそういう

言葉を使います。「やる気があれば」、そう言っています。 

 今、課長も取り組みだと、農家の方の取り組みだと。確かにそれは一理ありますよ、し

かし、農家の方たちは、こうしたい、ああしたい、これからの農業はどうしたら我々生き

延びていかれるのだろうか、そういうことも農家の人は考えています。考えていますけれ

ども、利根町の行政として、こちら側からも、こうやったらどうなんだいと投げかける、

そういう姿勢は大切なんじゃないですか。 

 ただ、農業をやっている方たちがやる気があれば後押ししますと、これは町長の口癖な

んですよ、私も何回も聞いていますから。私はそうではないと思うのです。 

 何のために皆さんこの利根町役場の職員として利根町で働いているんですか。ただ自分

たちが給料をもらうために働いているわけじゃないでしょう。はっきり言って、この利根

町の職員として、この町を何とかしなければいけないんだと、そういう気持ちがあって皆

さん一生懸命やっているわけですよ。私、やっていないとは言いませんけれども、そうい

うことなんです。 

 ですから、農家の方がやる気があれば取り組みがあると、そういうことでなくて、そう

いうことはわかりますけれども、こちらからも、行政からも声かけをして、こういうふう

にやっていったらどうなんだいと、そういう考えがなければ、何ごとやってもこれからは

まとまらないと思います。 

 それで矢口課長は、以前も言ったかもしれませんけれども、確かに農業というのは国の

取り組み方、県の取り組み方、ありますよ。それは国から県、それでずっとレールにはま
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ってだんだん下におりてくるわけですよ。ですから、おりてきて、そのままやっているわ

けです。減反だといえば減反、飼料米をつくれといえば飼料米をつくる。農家の人たちは

しようがないからそれをつくります。つくりました、値段は幾らです、はいわかりました、

そういうことなんです。今の現状がそうなんですよ。 

 ですから何とかしてこの利根町、一生懸命農家の方が汗水流しておいしいお米をつくっ

てくれたんですから、それを行政として何とかもう少し高く売ってあげるような施策を考

えなさいと。それには、私はこれは収穫祭マラソン大会どうなのかということでお願いし

ているわけなんです。ところが町長は人材が不足とか。 

 前は昭和63年から平成10年まで１月にマラソン大会をやっていましたと。確かに私本当

に知っています。特にお子さんが多かったですね。でもあのときのマラソンというのは、

町外の方は、ゼロとは言わないですけれども、恐らくゼロに等しいんじゃなかったですか、

それではまちおこしにはならないんですよ。 

 町の中で行事をやっても、これは町内の住んでいる町民は、確かにいろいろなイベント

をやっていただければ楽しくなるんです、１日過ごせるんです、確かにそうです。でもこ

れは本当のまちおこしになりますか、町長。マラソン大会を63年から10年やって、町内だ

けだったと思いますが、町長、記憶としてどうですか、町外から来ていましたか、答弁を

お願いします。 

○議長（井原正光君） 遠山町長。 

○町長（遠山 務君） マラソンの場合は、ほとんど町外からは来ていないという状況だ

と思います。駅伝大会の場合は、先ほど申し上げましたとおり、78チーム中、47チームが

来ていますから。 

 それと、地場産業フェスティバルでございますけれども、これは町外から呼ぶというの

も多少の目的はありますけれども、利根町の地場産、米にしたって、それを利根町の人に

食べてもらう、これが基本ですから、それであわよくば若泉議員が言うように、町外から

も来ていただく、そこらを勘違いしているのではないかと思うのですけれども。 

○議長（井原正光君） 若泉議員。 

○１１番（若泉昌寿君） 勘違いじゃないですよ、町長、私、11月のフェスティバル、本

当にけちつけていませんよ、それはそれでやっていいんですよ。利根町の人に利根町の物

産とか、そういうものを知ってもらう、それはそれでいいんですよ。これはこれでいいん

ですよ。私そういうことで質問しているんじゃないんですよ。 

 ただ、フェスティバルをやっていて、町外から来ていただいてお米販売とか何か、そう

いうことに潤っているか、そういうことはありますかと聞いただけなんですよ。わかりま

すか。 

 それから、今、２月に駅伝大会をやっていますよね。町外から47チーム、確かに来てい

ますよ。小学校チーム、中学校チーム、それから、団体、消防署とか、私も知っています
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よ。ただ、来てくれていますけれども、小中学校のチームには親御さんが必ず来ています。

ですから、今の利根中のグラウンドは人でいっぱいになります。利根町として豚汁をサー

ビスしてやっていますよね。それは寒いときですから、参加している皆さんは大変おいし

くいただけるし、それは喜んでいます。せっかく町外から来ているのに、人を集めるまち

おこしにはなっていますけれども、私が今回質問しているお米に関してのつながりはない

でしょう。 

 駅伝大会は駅伝大会、別にやってくれたっていいんですよ。ただそういうふうに、利根

町の農業を考えてくれて何とかやってもらいたいなというのが今回の私の質問なんですよ。

その私の趣旨が町長もわかってくれないし、経済課長も余りわからない。そうじゃないん

ですか。 

 ここで、よしわかりましたと、駅伝大会やっています、それに関連してお米を売れるよ

うに何とか努力しましょうと、そういう答弁を言ってくれるなら、「ああそうですか、わ

かりました」と、私もそれで納得するんですよ。それで売れるようになったら、今度は収

穫祭マラソンも考えてみましょうかと、そういう話が進んでいくんでしたら私は納得する

の。しかしながら、そういうことは考えていないでしょう、町長。ただ町外から来ていま

す、町外から来ています、来ていてもそれでは何にもならないでしょうよ。そういうこと

で、言葉は強いですけれども言っているんですよ。 

 これから冬の駅伝大会まだやっていくとは思いますけれども、私も反対とか何かはしま

せんけれども、それに関しては今までどおりのやり方で行っていくのか、その点一つ。 

○議長（井原正光君） 坂田生涯学習課長。 

○生涯学習課長（坂田重雄君） それでは、お答え申し上げます。 

 駅伝大会につきましては、例年２月に開催しておりまして、今年度も２月に開催する予

定でございまして、24年度から商工会のご協力をいただきまして、利根町の町内産品のＰ

Ｒ、具体的には米粉のまんじゅうとか中華まんのＰＲということで販売しております。 

 ことしも同じような形で開催していきたいと考えております。 

○議長（井原正光君） 若泉議員。 

○１１番（若泉昌寿君） 生涯学習課長、あなたも私の言っていることを理解してくれな

い。私は今回、この利根町のお米を何とか町外の方に買ってもらいたい、そういうことで

私やっているんですよ。あなたの今の答弁は何ですか。駅伝大会をやっています、商工会

と連携してやっています、米粉のまんじゅう売っています、そうでしょう。それでは私の

質問している内容と全然違うでしょうよ。私は町外の方に買ってもらいたいように、そう

いうものを町として考えたらどうなんですかということを、さっきからしつこく質問して

いるんですよ。 

 理解してもらえないのかね。時間はだんだんなくなるし、町長の答弁はいい答弁は聞こ

えないし。町長、このことをいつまでやってもしようがないですから、はっきり聞きます。
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今の駅伝大会、これは続けると思いますが、今のやり方でやっていくのか、生涯学習課長

には回さないでくださいよ、町長の考えですから、町長の考え、その返事を聞かせてくだ

さい。 

○議長（井原正光君） 遠山町長。 

○町長（遠山 務君） 先ほどから申し上げましているとおり、町の特産品の紹介ＰＲを

やっていきたいと考えております。 

○議長（井原正光君） 若泉議員。 

○１１番（若泉昌寿君） ということは、利根町の農業に関しては、先ほど答弁したとお

りなんですか、もう一度。町長の考えですよ。 

○議長（井原正光君） 遠山町長。 

○町長（遠山 務君） 何もやっていないわけではございませんので、さっきも言ったよ

うに、５月の31日には成田空港のフェスティバルにも出ていますし、そこで米を無料配布

してＰＲもしていますし、そういう努力はしていることは認めていただきたいと思います。 

○議長（井原正光君） 若泉議員。 

○１１番（若泉昌寿君） 成田空港で無料配布をやって努力はしていると、それは確かに

一つの努力ですよ、努力。ただ、それで成果が出ていますか。はっきり言って出ていない

でしょう。これから成果の出ていないのを、毎年そういうことをやったってしようがない。

それはそれでいいんですよ。それはそれで。これは利根町のお米と言って無料配布、それ

はいいですよ。それを食べた人は、利根町産はおいしいな、今度利根町のほうへ行ったら、

知り合いがいたらちょっと譲ってもらって食べてみようかなと、そういう気持ちにはなり

ますよ。しかしながら直接販売できるような、そういうことの企画というか、努力という

か、それではそれが全然ないでしょうよ、そうじゃないんですか。 

 私、一般質問で結構何かやりますけれども、いい答弁というのは聞いたことないですね、

本当に。もう少し、じゃあ考えてみましょうかって、そういう答弁は私にはないんですよ、

どういうわけか。 

 はっきり言いまして私の今回の収穫祭マラソンというのは、全然、人材とかいろいろな

面で、交通関係とかそういうことを考えても無理だと、そういうことなんですよね。 

 私、コースは述べませんけれども、コースなんていうのは幾らでもあるんですよ。例え

ばの話、羽中から加納新田、あそこの１本道路、あそこまで直線にしてどのくらいあると

思いますか。立崎のところだけが民家のところを走りますけれども、６キロは完全にある

んですよ。あそこを往復したら12キロなんですよ。あそこの交通量、幾らでもシャットア

ウトできるでしょうよ、やる気になれば。そうじゃないんですか。 

 人材確保、人材確保と言ったって、やる気があれば、今はボランティアの社会なんです

よ。やってくれる方はいますよ。ただやる気がないから、人材確保、交通がどうだこうだ

と言って、町長は私の質問に対して逃げているだけじゃないですか。私はそうしか思えま
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せんよ。幾ら言っても、町長もやる気がないというか、考える気がないんですから。 

 この話は、今回私が収穫祭マラソンやったらどうなんでしょうかという質問に対しては、

ノーでいいんですね、町長、イエスかノーか、考えるとか、それだけ質疑。 

○議長（井原正光君） 遠山町長。 

○町長（遠山 務君） 先ほど議員も自分で申していましたけれども、マラソン大会は町

外からほとんど来ない。若泉議員が質問しているのは、マラソン大会をやって町外へ米を

売れ、そこらがちょっと矛盾しているんじゃないかと思うのです。 

 それで年々本当に少なくなって、それで中止にしたという経緯がありますから。 

○議長（井原正光君） 若泉議員。 

○１１番（若泉昌寿君） 町長、以前やったマラソンというのは町内でしょうよ、町内。

町内のマラソン大会ですよ。何もないですよ、ただマラソン大会をやります、それだけの

話ですよ。 

 私が言っているのは収穫祭マラソン、利根町のできたおいしいお米、収穫祭マラソンを

行いますよ、そういうことでやろうと言っているんですよ。 

 それで、町長は冒頭に述べていたでしょう。今マラソン大会は各地でよくやっています、

盛んですと、ウオーキングをやっていますと、言っていたでしょうよ。ほとんど来ない、

だんだん来なくなるというのは、それは町長の認識不足。町としてきちんとやろうという

計画を立ててやれば、これは年々ふえていくと私は思います。参加費2,000円ぐらい取っ

ても、帰りにはおいしい新米５キロぐらいの参加賞をつけて帰っていただく。そうなれば、

そのお米を今度食べて、おいしいなということになれば、また買う。今度は利根町のお米

を買って食べようかと、そういう気持ちに私はなっていくと思います。しかしながら、こ

れは１年や２年ではなりません。何ごとも努力がなければ、どういう考えを持っても努力

をしなければ絶対なりません。でも町長の考えはわかりましたので、これ以上やってもし

ようがありませんから次の質問に移ります。 

 基盤整備についてお伺いします。 

 利根町での基盤整備、東文間地区は既に終わっており、現在は文間地区で行われていま

す。あと残るのは文地区と布川地区になりますが、文地区では地権者の方々が基盤整備を

やらなければと、そのような考えを持っていると私も認識しております。今後の農業は続

けられないと考えている方が多くいると聞いておりますが、この文地区の現状はどうなの

でしょうか。また、布川地区の地権者の考えがもしわかったら答弁をお願いします。 

○議長（井原正光君） 遠山町長。 

○町長（遠山 務君） 文地区、町では西部地区と言っているんですけれども、基盤整備

の現状及び布川地区の地権者の考えについてお答えをいたします。 

 文地区という質問ですので、文地区ということでお答えをいたします。 

 文地区につきましては、本年１月22日に経営体育成基盤整備事業利根西部地区推進協議
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会が設立され、茨城県に対して、調査計画実施の申請を行う基準となる地元地権者からの

90％以上の調査同意を取得するため推進してきた結果、計画面積約250ヘクタールに対す

る３月31日現在の地権者の同意率が92％（３条資格者359人のうち332人の同意者）の同意

を得ることができたことから、同日付で同協議会より陳情書の提出がございました。 

 これを受け、去る４月18日付で茨城県に申請をしたところ、５月１日付で茨城県知事よ

り、今後茨城県が主体となって３年間で実施予定の調査計画費、概算で5,050万円の決定

通知がございました。このうち本年度（26年度）実施事業予定分の700万円に対する地元

負担分として、利根町負担分として２分の１の350万円を費用負担するため、今定例議会

の補正予算に計上したものでございます。 

 また、今後の調査計画実施に伴う年次計画の内訳といたしましては、27年度調査費

3,000万円、うち利根町の負担が1,500万円、28年度1,350万円、利根町の負担が675万円、

トータル合計で5,050万円、そのうち利根町の負担分が2,525万円を予定しております。 

 次に、布川地区の地権者の考え方ということでございますが、今回、調査計画が採択と

なった利根の西部地区内にも布川の地権者がおりますので、その方から先に答弁したいと

思います。事業予定地内に農地を所有する布川地区の地権者の同意率につきましては、３

月31日現在、62名のうち55名で88.7％となってございます。 

 そのほかの布川地区でございますが、昨年10月から11月にかけて経済課で実施した人・

農地プラン説明会の集落座談会でも、布川地区の基盤整備事業についての意見交換を行っ

たところ、出席された農家の方は基盤整備事業の必要性については理解していただいてい

るところですが、将来の地域の農業に対する見通しや今後の担い手の確保に対する課題な

ど、地域性の問題が意見として出されました。 

 特に基盤整備事業につきましては、旗振り役、リーダーとなる方が現時点では少数であ

り、事業推進には盛り上がりに欠ける状況にあると感じております。 

○議長（井原正光君） 若泉議員。 

○１１番（若泉昌寿君） 文地区と布川地区の基盤整備ですが、文地区は今町長が答弁し

たとおり、何とかやれるような形にはなってきたなと私も感じました。90％がガイドライ

ン、それで92％ですから、これは間違いのないことなんです。ただ問題は、お役所のやる

ことということなので、年数がかかるんです。 

 今、町長言いましたね。調査だけで３年かかる。それから、工事に入る、それから完成

までというと十何年かかってしまう。そういうことなんです。 

 でも文地区の場合は、やるような形になっていくと思いますから、まだこれはいいんで

すが、先ほども同じようなことを言いましたけれども、今の利根町の農業というのは、現

状の文地区と布川地区の農地というか、大きくてもせいぜい１反５畝から２反歩、それは

それでいいんです。あと格好悪い畑があるとか、そういうことはどうしようもないです。

ですから基盤整備の必要性が求められてくるんですけれども、高齢化が、今、利根町の農
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業者の平均年齢というと、70歳までは行っていないでしょうけれども、六十八、九歳ぐら

いにはなっているんじゃないですか。それで調査で３年、それからまた工事に入るという

ことになりますと、今やっている方では、工事が終わってやれる方というのは余りないで

す。 

 ただ基盤整備を行ってそれなりの区画整理ですから、大きな田んぼになれば、今度また

町長がよく言っています担い手の方が出てくると思います。そういう方が今度引き受けて

くれるのかなと私は思っていますから、その点では基盤整備をやってくれるということは、

本当にいいのかなと思います。 

 ですから、何しろこれは、決まったから安心するのではなくて、矢口経済課長はこれか

ら腕によりをかけて発揮するところだと思うのです。何しろお役所仕事というのは、昔か

ら言われているとおり、期間が長いんですよ。これを何とか縮めて、１年でも早くやれる

ように国県に働きかけていってもらいたいですね。 

 決まったから調査何年かかりますと、町の負担は幾ら、そういうことでなくて、もっと

尻をたたくというか、国県のしりをたたくんですけれども、たたきづらいでしょうけれど

も、矢口課長、その辺はどう思いますか。 

○議長（井原正光君） 矢口経済課長。 

○経済課長（矢口 功君） お答えします。 

 北部地区ですが、今約167ヘクタールやっているんですけれども、そのときにもお話し

ましたけれども、そのときはうまいぐあいに政権が変わりまして、うまいぐあいというの

はちょっとあれですけれども、政権が変わりまして、いわゆる補正予算あるいは緊急経済

対策等で事業費がきていまして、何年かの前出し分は実際にあるんですね。 

 西部地区、これの沿革は若泉議員よく知っていると思うのです。これまでいろいろあっ

た中で、ここへやっとこぎ着けたというのが現実なんですけれども、そんな中で言えるの

は、３年間の調査はあるんですけれども、ただ問題は、これまでやってきた地域と比べる

と、250ヘクタール程度あるんですけれども、中に集落が入っていたり、田んぼばかりの、

自然ばかりの地域ではないものですから、そういう換地、あるいはいろいろな調査をした

中での道路、インフラ整備なども考えなければならないという部分でちょっと懸念すると

ころです。 

 要は、今回の北部もそうですけれども、10年のスパンで工事期間を持っていますが、一

時利用の指定が受けられるまでの間の期間というのは、面整備が進めば10年とは言われて

いますけれども、それは最終的な登記とか、本当に終わるまでの期間のことを言っている

わけで、今後の予算のつき方、わかりませんけれども、私たちもそういう部分では土地改

良あるいは稲敷土地改良の事務所とか、県南農林の部門長のほうにもそういう願いはして

いきたいなと思っていますし、本当にこれまで集落に入っていろいろ話し合い、座談会を

やってきましたけれども、幾らかでも先に進められるようにということで、町長はちょっ



- 54 - 

 

と言わなかったんですけれども、本来は９月の補正で対応しようという話をしていたんで

すけれども、町長のほうも少しでも早いほうがいいんじゃないかということで、今回、３

カ月ですけれども、そういう部分で県のほうともやりとりをしまして今回に至っています

ので、私たちもできるだけそういう部分では考えていますので、ご理解のほどお願いした

いと思います。 

○議長（井原正光君） 若泉議員。 

○１１番（若泉昌寿君） この基盤整備に関しては、農業に関して矢口課長が一生懸命や

っているというのは、私本当に理解しております。ですから、今、北部をやっていますね、

それも多少なりとも早まる、また今回決まったということも矢口課長の貢献を私、認めま

す。しかしながら、今矢口課長も言っていましたけれども、基盤整備をやる、ただ田んぼ

ばかりではないですから、それはいろいろとご苦労はあると思います。矢口課長も、こん

なこと言っては申しわけないんですけれども、この町の職員としてあと10年も15年もいら

れるわけではないですから、ぜひとも経済課長の間に完全に工事に入れるように、そうい

う形にもっていけるようにぜひとも努力してもらいたいと思います。期待していますから、

よろしくお願いします。 

 それで時間もなくなりましたので、布川地区に関しまして、今回、文地区の農地に布川

地区の方も地権者はいますから、それはそれでいいんですよ。ただ、完全に布川地区、要

するに利根川の下のほうの田んぼとかになりますと、ほとんどが布川地区の方、あと羽中

の方も多少はおりますけれども、布川地区がほとんどなんですよ。そうしますと、先ほど

の答弁でいきますとちょっと無理なのかなと。布川地区の地権者の方も、余り関心がない

というか、要するに農家をやっている方が高齢化になり過ぎているんですよ。後継者がい

ない、今さらやってもどうなのかな、そういう考えのもとで賛成が得られないのかなと思

います。 

 布川地区は布川地区で、できれば課長に努力してもらって、何とか地権者ともよく話し

合って、布川地区も文地区の西部の次にやっていただけるように努力していただきたいと

思います。ぜひとも課長、頼りにしていますから、よろしくお願いします。 

 以上で終わります。 

○議長（井原正光君） 若泉議員の質問が終わりました。 

 暫時休憩いたします。 

午後３時０７分休憩 

                                         

午後３時２０分開議 

○議長（井原正光君） 休憩前に引き続き会議を再開いたします。 

 ３番通告者、６番坂本啓次議員。 

〔６番坂本啓次君登壇〕 
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○６番（坂本啓次君） 通告順に従いまして、３番通告坂本啓次からただいまより質問さ

せていただきます。 

 防災、防犯対策について、先ほど船川議員のほうからも鋭い質問があり、相当の回答が

得られておりまして私も納得した点がいっぱいございましたが、私は私なりの内容で一般

質問をさせていただくつもりでおりますので、よろしくお願いします。 

 昨今、各地でいろいろ騒がれている事件等が多く見られますが、我が利根町でも他人事

ではありません。けさからきのうにかけて、栃木県のほうの小学１年生の方が殺され、そ

の犯人が捕まったという事件等も発覚しております。利根町でも決して他人事ではないと

思います。子どもが１人で通学している姿を、私もいろいろな場面で見ております。そう

いうときに、どこにもいる変質者等の出没等があっては、目の前に事故が起きるのかなと

不安でおります。 

 新入生が、ランドセルが自分の体より大きく、もたもたしながら歩いております。そう

いう方が安心・安全で学校に通うことができる、利根町ならば安全だと保護者が思われる

ようなまちづくりをお願いしたいと思います。 

 そこで私の質問の中に、通学路の安全対策として、交通量の多い道路の歩道の確保、並

びにガードレールの整備、住宅地の少ない通学路の防犯灯の整備等について、学校教育課

として各学校との対策についての話し合いなど、ないし指導等はどうなされているかお伺

いします。 

○議長（井原正光君） 坂本議員の質問に対する答弁を求めます。 

 遠山 務町長。 

〔町長遠山 務君登壇〕 

○町長（遠山 務君） それでは、坂本議員のご質問にお答えをいたします。 

 通学路の安全対策及び指導についてのご質問でございますが、通学路につきましては、

毎年１回、通学路危険箇所点検を実施し、通学路の安全確保に向けた取り組みを実施して

おります。この点検において危険箇所が発見された場合は、緊急性のあるものは直ちに応

急措置を施し、優先順位により、順次改修工事を実施しているところでございます。 

 また、各地区からの通学路に関する要望箇所につきましては、優先的に工事を実施して

いるところでもございます。 

 本年度は通学路の整備として、文間小の通学路であります町道112号線の拡幅及び歩道

の設置工事を実施いたします。 

 そのほかの件については教育長のほうより答弁をさせます。 

○議長（井原正光君） 伊藤教育長。 

〔教育長伊藤孝生君登壇〕 

○教育長（伊藤孝生君） それでは、坂本議員のご質問にお答えします。 

 平成24年の４月に京都府で発生しました、登校中の児童と引率の保護者の列に軽自動車
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が突っ込み、計10人がはねられまして、３人が死亡、７人が重軽傷を負った痛ましい交通

事故につきましては、坂本議員もご記憶にあるかと思います。 

 その後も登下校中の児童等が死傷する事故が後を絶たないため、文部科学省、国土交通

省及び警察庁は、連携して全国の公立小学校等の通学路について、交通安全の確保に向け

た緊急合同点検の実施を要請し、これを受け茨城県におきましても、学校、教育委員会、

警察、道路管理者等の関係機関が連携協力して、通学路の緊急合同点検を実施したところ

でございます。 

 利根町におきましては、取手警察署、竜ケ崎工事事務所、総務課、都市建設課、教育委

員会学校教育課、各小中学校職員により危険箇所合同点検を行っております。また、教育

委員の方々も安全点検を実施しています。この合同点検の結果、小学校区において５カ所

の対策必要箇所を把握し、関係機関が対策を講じております。 

 まず、文小学校においては、県道千葉竜ケ崎線と町道が交差する横須賀の交差点２カ所

に、歩行者用の信号機を設置しております。 

 また、早尾台から羽根野台に向かう町道の見通しの悪い横断歩道付近には、文小ＰＴＡ、

並びに地元自治会のご好意によりまして、通行車両に注意を促す看板を設置していただき

ました。 

 布川小学校におきましては、県道千葉竜ケ崎線と町道が交差する中田切のコンビニエン

スストア付近の信号機に、歩行者用信号機を設置し、同時に、信号待ちで待機する児童を

保護するためのガードレールを設置しております。 

 文間小学校においても、もえぎ野台から押戸南地区を通って小学校に至る狭隘な道路に

ついて、応急的な対策として通学路の標識を３基設置しました。 

 また、緊急合同点検の対象外でありましたが、中学校の通学路につきましても点検を実

施しておりまして、中学生が横断する横須賀地内の産業道路に、標識の設置として約30メ

ートルほどのカラー舗装を施行しております。 

 平成25年度には県より通学路安全対策アドバイザーを派遣してもらいまして、対策の困

難な危険場所等について、専門的な見地からの具体的な改善策を助言していただいており

ます。 

 また、新たな危険箇所等も把握しているところであり、通学路の合同点検につきまして

は、今後も継続して実施してまいりたいと考えております。 

 続きまして、防犯灯につきましては、設置が必要な場合は、総務課と協議して今後とも

対応していきたいと考えております。 

 また、学校での指導につきましては、取手地区交通安全協会や町の交通指導隊のご指導

のもと、毎年、交通安全教室を実施し、横断歩道の渡り方や自転車の乗り方、急な飛び出

しをしないことなど、日常使用している道路に潜む危険性やその回避の方法等について学

んでおります。 
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 このように、登下校における安全対策を図るために、児童、生徒はもちろんのこと、学

校、保護者、地域の皆様、行政等がそれぞれ果たすべき役割を認識し実行していくことが

大切かと思います。 

○議長（井原正光君） 坂本議員。 

○６番（坂本啓次君） ただいま町長及び教育長の答弁の中で、私が気になった点が一つ

ございましたので、その点だけお聞きしたいと思います。 

 中学生の通学の場合ですが、冬の間は結構日が沈むのが早いので、私が気がついた中で

一人か二人、前照灯がついていないのがありました。それと、時間帯が大分遅い６時半ご

ろでも真っ暗なんですね。そうすると自分の家が近いらしくて、通学路に指定されていな

いようなところも走るので、防犯灯等がついていない真っ暗なところを走っているのも見

かけます。 

 防犯灯を先ほど言われましたけれども、夜のうちにある程度そういうのを見て、生徒が

どのような通学路を通って帰っているのかも把握していないと、万が一事故など起きてか

らではおしまいなので、その点は今後学校の先生等々の話し合いの中でもしてほしいなと

思いますが、教育長、どうでしょうか。 

○議長（井原正光君） 伊藤教育長。 

○教育長（伊藤孝生君） 確かに自転車の点検は常にやっていかないと、いろいろな点で

支障を来す場合がありますので、引き続き自転車の点検は続けていきたいと思います。 

 それから前照灯の件ですけれども、通常は暗くなりますと自動でつくような方式のが多

いと思うのですが、中にはそれが壊れているとか、そのようなこともありますので、その

辺については十分注意していきたいと思います。 

 特に小学生について、何年か前の議会でも答弁したと思うのですが、自転車の点検で

「ブタハシャベル」という話をしたと思うのですが、「ブタハシャベル」を合い言葉に自

転車を点検しようということで、警察のほうから言われていまして、ブレーキ、タイヤ、

ハンドル、車体、そしてベル、なお中学校ではそういった前照灯、そういったもの常日ご

ろから点検をして、安全に乗るという指導を続けていきたいと思っております。 

 それから、通学路については、ほぼ通学路を通って帰っているのかなと思っておりまし

たけれども、もしそのような生徒がおりましたら、わかれば十分注意して、危険ですので

通学路を通れということで指導はしていきたいと思っております。 

○議長（井原正光君） 坂本議員。 

○６番（坂本啓次君） 今、教育長の回答で十分にやっていくという回答が得られました

から安心はできるのかと思います。でも安心の上に安心を重ねて、絶対事故のないような

通学路対策でお願いしたいと思います。その点はそれで結構です。 

 ２番目の問題の質問をさせていただきます。近年の大震災、大型台風、突風及び竜巻な

ど多発している状況の中、町民の安心・安全のために消防、交通、防犯対策における専門
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的な課等の新設を考える時期が来ていると考えますが、町長の考えをお聞きします。 

○議長（井原正光君） 遠山町長。 

○町長（遠山 務君） それではお答えをいたします。 

 その前に、利根町の刑法犯の認知件数は、石岡市まで入れて県南15市町村ありますけれ

ども、人口当たり一番低い、それと今でも新記録を続けている利根町内の交通死亡率ゼロ、

これは茨城県の新記録を更新中ということで、議員ご指摘のとおり、それでも安全の上に

安全というのが大事ですので、今後も警察、交通指導隊、またいろいろな関係団体と連携

して、そのような形で今後も継続していければと努力するつもりでございます。 

 それと、町民の安心・安全のために、消防、交通、防犯対策における専門的な課等を新

設することについての考えでございますが、基本的に今後の災害への対応は、本年３月に

策定した利根町地域防災計画に基づき対応を図りたいと考えております。 

 現在の組織体制の中で、全庁的に取り組むことで十分対応できると考えておりますし、

また、対応していきたいとも考えておりますので、新たな課等の新設は考えておりません。 

 仮に専門の課等を設置したとしても、その部署だけで全て対応ができるものではござい

ません。大震災や大型台風、突風、竜巻などが発生した場合には、結局全庁的に対応せざ

るを得ない状況になりますので、この点をご理解いただければと思います。 

○議長（井原正光君） 坂本議員。 

○６番（坂本啓次君） 町長に先ほどの回答もつけ加えていただきましてありがとうござ

いました。それで、私もつけ加えるのを忘れたのでもう一度教育長に聞きたいのですが、

道路の工事等をやっていますね。それが通学路に当たる場合、そのとき生徒には、そこで

工事をやっているから、工事のガードマン等の言うことは聞いているのかどうか、そうい

う指導はしているのか、その点聞き漏れたので、その点もう１回お答えください。 

○議長（井原正光君） 伊藤教育長。 

○教育長（伊藤孝生君） お答えします。 

 工事等の場合には、それぞれ各担当機関から、特に都市建設課等から、その期間中の道

路の場所とか、どのくらいの時間やっているとか、そういった詳しい連絡が必ずまいりま

すので、それは当然学校のほうにそれを連絡しまして、できるだけ職員がついて、最初の

ときだけでも注意するようにということで指導は行っています。 

 たまに言うことを聞かない子どももいるかもしれませんが、その辺は強く、命にかかわ

る問題ですから、少し厳しくやっていってもいいのかなと思っております。 

○議長（井原正光君） 坂本議員。 

○６番（坂本啓次君） 今の点をなぜ言ったかと言いますと、私の仕事をしているところ

でありまして、ガードマンの人が子どもが通っているのに全然知らないふりをしているか

ら、おたくら何やっているんだと、こんな小さい子どもが通っているのにユンボがこっち

向いてバーッとやったから、危険じゃないのかと、学校の先生の変わりに指導しているの
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かと言ったら、えっえっと言うから、学校から言っていないのかなと思ったから一応尋ね

たんです。 

 ガードマンの人が全然聞いていないと、通学路だと思っていないみたいなので、子ども

が来ても何もしないでただ仕事優先でやっているような、あとは交通量が激しいので、車

両に対してはいろいろ気配りをしているんですが、歩いている子どもに対しては余り気を

配っていなかったので、学校のほうでもあれは把握しておいて、今後今言った112号線も

やると思いますので、そういうところで工事者との連携も密にしておかないと、ちょっと

したことで子どもが巻き込まれたら大変なことになりますので、その点がちょっと気にな

ったので、それを言うのを忘れてしまったのでもう一度聞いたんです。やっていれば結構

なんですけれども、もう一度、教育長、考えがあればお願いします。 

○議長（井原正光君） 伊藤教育長。 

○教育長（伊藤孝生君） できる限り連携はとっているつもりなんですが、そこには抜け

というものもあるかもしれませんので、改めてそういう工事があったときには、当学校の

ほう、あるいは教育委員会、ちょっと注意してその辺は見ていきたいと思います。よろし

くお願いします。 

○議長（井原正光君） 坂本議員。 

○６番（坂本啓次君） それでは、教育長、よろしくお願いします。 

 先ほどの２番目に対して、町長の回答の中に、考えてはいないという回答がありました

が、私がなぜこれを提案したかと言いますと、町民の立場で考えた場合に、我々ここにい

る議員とか町に興味がある人は、総務課の中に実際はいろいろな対策があるんですよと、

消防もあるんだよと思っているかもしれない。でも一般の人はまず知らないんですよ。私

も聞いて驚いたんですけれども、町の消防といったら消防だけでやっているのかとか、交

通というのは警察だけかなんて言うのがいたので、それで私も、それなら町には交通防災

対策課というのをやろうと、つくっておくというのは、これは前向きの行政であるのかな

と思ったので質問したんです。 

 つくられたというか、既に備わった課、それでは町民には行き渡らない点があるのかな

と思いました。せんだって、まちづくりという言葉の中でも廃止されたのもあります。行

政の中においても町民に向いた課というか、これは一つのパフォーマンスみたいに見える

かもしれませんが、私は行政もパフォーマンスでやっていただいても結構ではないかと思

うのです。それのためにも、子ども課だとか何とか課というのをつくろうという団体もあ

るみたいなんです。 

 利根町はこの間の3・11で実際ニュータウンがあれだけの被害を受けました。あと利根

川の洪水の問題等々が、いつでも、その季節になりますと不安が募っている状態だと思い

ます。だったら、町としてはそういう対策課というのがあるんだよと、町民の皆さんを守

るんだと町が考えていますよという、町が町民を見て行政を行っていますというのも必要
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ではないかと思います。 

 ここにある名札を見てみますと、この名札はどこの役場に行ってもあります。だから、

遠山町長の前向き、子育て一番だと言うんだったならば、子どもが通学中に地震があった

らどうなるんだろう、そのときには防災課に電話してくれよとなれば、消防、警察、救急

車、個人でやらなくても町でやってあげますよというのは見え見えではありますが、そう

いう対策をしているんだというのを見せれば、住んでいる町民が安心・安全の町なんだと、

いまさらながらの自覚ではございますが、町長が言われている安心・安全、子育て一番と

いう名にふさわしい町になるのではないかと私は考えるのですが、町長、その点、もう１

回考えて答弁のほうをお願いします。 

○議長（井原正光君） 遠山町長。 

○町長（遠山 務君） 先ほども申し上げましたとおり、今、消防、交通、防犯、全て総

務課にあるわけでございますが、大体今人口は１万7,300人弱ですけれども、その人口規

模と役場の職員の規模から言って総務課にあるのが効率的かなと。また、災害があった場

合には、結局全庁で対応するわけですから、人事は総務課で持っていますので、そういう

点でも今の体制が効率的に、能率的にいい体制なのかなと思っております。 

 県単位になれば、これはそういう専門、専門で、茨城県は人口が292万人ぐらいいます

から、職員も何千人もいますから、範囲も広いし、そういう部署、部署は必要でしょうけ

れども、ただ利根町の人口規模また職員規模では、今の体制がベターかなと思っておりま

す。 

 ただ、災害があった場合、事件があった場合、事故があった場合、職員同士がすぐ連絡

をとれるようなネットワークづくりというのは、この７月の初めからスタートします。詳

細については髙野課長より説明をさせます。 

○議長（井原正光君） 髙野総務課長。 

○総務課長（髙野光司君） 限られた職員の中で、１万7,300人の人口に対して防犯から

防災からやっていくという形でございます。 

 職員の人事も我々持っていますし、地域防災計画の中でもいろいろな部会をつくりまし

て、全庁を挙げて組織体系の中でやっていくという形の地域防災計画をつくりました。 

 今、町長が言われたとおり、職員が限られた職員の中で動くという形は変わっていない

と思います。その中で職員が応急計画ですか、何々部はこういう形でやるんだと、平日だ

ったらこういうことをやる、夜だったらこういうことをやるというのは、今マニュアルの

作成をしてございますし、いろいろな面で情報の発信をしていくという形になろうかと思

います。 

 きょうも庁議の中で、町民の参集ですね、本部をつくりますよといったときには、今ま

では全部の中の情報メール一斉配信サービスの中で発信していたんですけれども、マニュ

アルをつくる中で、まず職員だけにとりあえずいつでも対応できるようにカテゴリーをつ
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くりましょうという形で、きょう庁議の中で承認をもらいましたので、７月末にはそうい

う体制になっていくということですので、坂本議員、懸念していただいているように、全

職員挙げて160人の体制の中でやっていくという形で考えております。 

 また、夜間の場合とかは、町外の職員が大変多いので、そこを整理していかなければい

けないのかなと。どの課が一つの課になってやっていくというものは、どうしてもできま

せん。 

 見ていただければわかるんですけれども、地域防災計画はこんなに厚くて、資料もこん

なに厚くて、これを読み取っていくのにもなかなか難しい。ただ、職員が総務部会だとか

道路の担当部会だとか、そこで何回も役所内で研修をして頭に入れてもらって、なおかつ

シミュレーションの防災訓練を実施していきたいと考えておりますので、そういう面から

も安全を確保していきたいと考えておりますので、今の体制で住民の負託に応えられるよ

うに一生懸命やっていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（井原正光君） 坂本議員。 

○６番（坂本啓次君） 今、課長等にネットワークを最大に利用するというのは、このご

時世ならぜひその点でやっていただいて、町民の安心・安全のためにもネットワークを活

用し、職員全員が町民に対しての思いやりという体制がとれるんだったら、私は結構だと

思います。 

 ただ、先ほど船川議員の中にもありましたが、各自治会に100万円出して、48ぐらいあ

ると4,800万円ぐらいか、5,000万円近くを出して防災の機庫をつくりましたよね。あれに

対して髙野総務課長も言っていたけれども、ほとんど活用されたこともないし、点検もし

ていないと。私はそれを聞いたときに、何でこの防災課が必要かと思ったら、それを常時

見回るというか、指導に行く、それで各自治会のその当時の区長、評議員は大体七、八名

は確保してあるはずですから、その方だけにでも機庫の内部をあけて見せて、緊急のとき

にはこういう使い方をするんですよと、そういう指導を行政でやらないと、誰もやらない

ですよ。 

 ということは、ガソリンをつけるんだったら、ツーサイクルというのはガソリンを入れ

っ放しにしておいたらかからないですから、それは消防をやっていればわかると思います。 

 そういうことを考えたり、そうしたら100万円、400万円、500万円という金をただでく

れたって、今の状態ではただ宝の持ち腐れなんですよ。だから、私、町長に言いたいのは、

事前にそこ専門の部署があれば、その人たちの責任だと町長も押しつけてしまえばいいん

ですよ。それで、やれと、半年に一遍のうちに全部回れと、それで２年に一度は必ず機庫

の中を点検しろということをやっていただければ、自治会とか町民が、町が一生懸命我々

の危険を感じてそういうものをどんどん活用する状態にしてくれているんじゃないかとい

うことがあれば、町民も利根町に住んでいて安心だなと思われるのではないかと思います。 

 だからこそ防災対策課等を設けて、その方々が３人でも４人でもいいんですよ。それが
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各自治会を回ってそういう指導をしたり、あとは町民から、私も商売をやっている以上い

ろいろなお客さんが来て聞くのですが、防災無線ってございますね。私の知り合いが認知

症になって利根町の中を徘回してしまったと。それで、どこにいるかわからないんですと

警察に行ったら、防災無線でやってもらえばと。ああそうかと思って電話をしたんですっ

て。何の課にしたらいいんだろうかと、そこで言ったんです。総務課でやっていると皆さ

ん思っていないんです。総務課はお金の計算だと思っているから、財政課とか総務課とい

うのはお金の計算、職員の働きぐあいを点検しているんじゃないかと、それを悪口言って

町長にお願いしているんじゃないかという勘繰りしか町民は持っていないから、総務課な

んて言ったって。 

 それだったら防災担当課というのがあれば、防災無線の指導はこうやっていただけるの

かなと思えば、そこへ担当として電話するんです。それで、うちの女房だか旦那だかわか

らないけれども徘回しているんだと、それはこういう洋服を着て、こういう服装でいるの

でお願いしますと。そのための防災無線であってもいいんじゃないのかと。そうしたら防

災担当でそれを断られたという話がありましたけれども、私もついでで申しわけないんだ

けれども、この防災無線の担当でそういう話があったかどうか、ちょっと誰かわかる人が

いたらお答えください。 

○議長（井原正光君） 髙野総務課長。 

○総務課長（髙野光司君） それでは坂本議員にお答え申し上げます。 

 私も担当になったのが４月なのであれなんですけれども、確かによくやらないのは、緊

急時のときも通常のときも常に防災無線がなっていると、そうすると人間というのは緊急

時のときと平時のときの必要性が低下するのではないかということなんです。 

 ただ坂本議員言われたとおり、龍ケ崎市など私近くなので、こうですよという話はよく

聞こえているんです。そういうルールを決めて、前は防災以外はだめよというのが、今は

運動会とか、いろいろなイベントのことについても発信していくという状態になっていま

すけれども、ただどこまでやっていいかというのは、先ほど言ったとおり、本来は防災専

用で緊急時のとき、それが年がら年中、運動会だよ、学校だよ、清掃だよと、これがどこ

までも行くと、本来の趣旨では防災の役目が担保できないという感じもありますので、そ

こら辺は検討させていただきたいと思います。 

○議長（井原正光君） 坂本議員。 

○６番（坂本啓次君） 課長、わかったよ。だけど、課長の１万円と私の1,000円で価値

観が違うんだよ。身内がいなくなったときの緊急度というのはやっぱり違うんだ。だから、

緊急じゃないと言われても緊急なんだよ、自分の旦那が死ぬんじゃないか、交通事故に遭

うんじゃないか、女房が交通事故に遭うんじゃないかというのは緊急なの、だからそれを

緊急じゃないととると、やっぱりそれはまずい。役場としての発言がそれはまずい。 

 なぜかというと、その場合でもやはりお断りしないでやっていいんだよ。だって、やっ
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てくれと言っているんだもの。普通は恥ずかしいんだよ。だけど恥ずかしいけどやってく

れと言うんですから、私は防災無線を活用してもいいんじゃないかと思います。 

 それで、防災無線は、聞いているのには人間が聞いています。ただ、中にはへそ曲がり

がいて、うるさいという人がいた。でも、それはうるさい人は邪魔なんだよ。だけどうる

さくない人には助かっているんだよ。職員は助かったほうがいいんだよ。うるさいので人

間なんていうのは死にはしないから。子どもが交通事故に遭いそうなんだよと、それでい

ろいろな車がどんどん入ってきているんだよと、そういうのは警察に頼む前に役場に言っ

たほうが、町民はやわらかい感じがするんだって。警察だと、何かすぐ、あなたお名前は、

場所は、と難しいことばかりやられるから、緊張しちゃって全然関係ない住所を言ったこ

ともあるんだって。それではまずいから、そういう人のためにも、行政、役場がある程度

親切心、思いやりの気持ちでやってもらえれば、うまくいくんですよ。 

 東京都の……。 

○議長（井原正光君） 坂本議員、なるたけ自席で。 

○６番（坂本啓次君） そうですか、こっちでね。聞こえないのか、わかりました。 

 私が思うのには、町民一人一人の考えは全部違うんです。役場の職員が思っているのは、

大体レベルの普通の人なんですよ。レベルよりちょっと低い人もいっぱいいるんですよ。

頭の悪いとか、そんなんじゃないよ、考え方に関して、査定というか、その考え方と違う

んです。 

 その人には安心なんだろうけれども、こっちの人にはすごく心配なんだということもあ

るので、私は防災無線に関しては、協力的に、町民のお困りになっていることは助けて上

げるという思いやりの精神でやっていただきたいと思うのです。 

 それから、先ほど言った機庫に対しての管理ですね、自治会に任せてあるかもしれない

けれども、自治会というのは悪い話が、区長でも評議員でも自治会長でも何年だかで交代

してしまうんですよ。そうすると、引き継ぎがうまくいっていないと、そういうことがあ

るんです。 

 私の時間少し長いと文句言っている人がいるけど、たまにはいいでしょう。 

○議長（井原正光君） 坂本議員、なるだけ通告の範囲内におさめるように、だんだん大

きくなってしまうので。 

○６番（坂本啓次君） 防災、防犯で回答は要りませんから、私が十分しゃべらせていた

だいたので。 

○町長（遠山 務君） 一つだけやらせてください。 

○議長（井原正光君） 遠山町長。 

○町長（遠山 務君） 防災無線の件ですけれども、多分坂本議員が聞いているのは、普

通、町には警察から、風体、年齢、服装の照会が来るんですよ。その人が行方不明でとい

うことであれば、防災無線で流しています。ただ流さなかったというのは、それはそれな
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りの事情があって流せなかったというようにご理解いただければ、ここで理由は言えませ

んけれども、家族が流さないでくれという人もいるし、警察に行って警察のほうは流して

くれと、家族に確認したら流さないでくれというときもあるし、そういうときもあるので、

普通はご家族の了解を得て、警察から照会があって、防災無線で流してくださいよと言っ

た場合は、さっき言ったように風体、年齢、男女の区別、それから、身長とか、あと特に

服装、これは流していますので、流さないということはございませんから。 

○議長（井原正光君） 坂本議員。 

○６番（坂本啓次君） ただいまの答えで私も安心はできましたけれども、町民を思いや

る気持ちで行政を行ってください。よろしく。 

○議長（井原正光君） 坂本議員の質問が終わりました。 

                                         

○議長（井原正光君） 以上で本日の議事日程は全部終了しました。 

 明日は午後１時から本会議を開きます。 

 本日はこれにて散会します。お疲れさまでした。 

午後３時５８分散会 

 


